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重点的、効率・効果的な立入検査 
管内の防火対象物の実情に応じて、法令遵守の状況が優良でない防火対象物や万が一火

災が発生した場合の火災危険性が高いと考えられる防火対象物等、火災予防上の対応の必

要性が高い防火対象物を重点的に立入検査することができるよう、実施体制、実施対象及

び頻度、検査方法、検査項目等の立入検査の実施方針を規程等により明確化し、実施計画

を策定して、効率・効果的な立入検査を実施する。 
 
（立入検査実施計画の策定） 

立入検査は、火災予防のため、すべての防火対象物について、長期間立入検査が未実

施とならないように、定期的に実施することが必要である。 
しかし、消防本部における組織、人員、予算等と、増大する消防行政需要を勘案する

と、そのように立入検査を定期的に実施することが困難な場合がある。 
また、特定用途とそれ以外の用途、法令の遵守が適正である対象物とそうでない対象

物など、それぞれ危険性が異なる防火対象物について、画一的に立入検査を実施すること

は非効率的である。 
このため、各消防本部・消防署においては、管内の防火対象物についてその危険実態

に応じて立入検査の必要性を検討し、効率的に立入検査を実施していくことが必要である。 
立入検査の必要性の検討にあたっては、その用途・規模・収容人員等による一般的火

災危険性のほか、過去の立入検査指摘事項の改修状況や点検結果報告等の自主管理の実施

状況、火災が発生した場合の人命危険や社会的影響の度合い、気候風土等による予防行政

需要の地域特性その他の火災予防上の必要性等を考慮することが重要であり、これを立入

検査の優先順位に従って区分するとともに、その検査方法や実施者等を定める等により、

消防組織法第６条（市町村の消防責任）を踏まえて、消防本部の管内特性に応じた立入検

査実施計画を年度等の単位で策定することが必要である。 
このためには、査察台帳等において管内の防火対象物について網羅的にその概要や自

主管理の状況、違反の有無等の過去の立入検査の実施状況及びその結果等を把握し、危険

性の高い防火対象物が長期間立入検査未実施となることを防止できる体制作りが必要で

ある。 
また、各消防本部においては、策定された立入検査実施計画について、月間、四半期

等の期間でその進捗状況を常に把握等して着実に業務管理を行っていくことが必要であ

る。 
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